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北
欧
の
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
は
、
内
政
史
上
最
も
注

目
さ
れ
る
べ
き
改
革
の
１
つ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

Ｓ
Ｏ
Ｔ
Ｅ
改
革
が
２
０
２
３
年
１
月
１
日
に
実
施
さ

れ
た
。
Ｓ
Ｏ
Ｔ
Ｅ
改
革
は
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
と
社

会
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
統
合
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
改

革
で
あ
る
が
、
同
時
に
大
規
模
な
地
方
自
治
制
度
の

再
編
を
伴
っ
た
組
織
改
革
で
も
あ
っ
た
。

　
こ
れ
ま
で
の
国
と
自
治
体
の
一
層
制
の
政
府
間
関

係
に
代
わ
り
、
ア
ル
エ
（A

lue

）
と
い
う
広
域
自

治
体
が
創
設
さ
れ
、
自
治
体
に
代
わ
っ
て
ア
ル
エ
が

保
健
医
療
福
祉
サ
ー
ビ
ス
供
給
の
責
任
主
体
に
な
っ

た
（
事
務
事
業
の
上
部
移
管
）。
自
治
体
は
こ
れ
ま

で
通
り
教
育・文
化
、保
育
、ま
ち
づ
く
り
事
業
（
公

共
事
業
）
を
行
う
け
れ
ど
も
、
保
健
医
療
福
祉
サ
ー

ビ
ス
か
ら
は
ほ
ぼ
撤
退
し
た
。
ま
た
、
保
健
医
療
福

祉
関
係
の
自
治
体
連
合
（
複
数
の
自
治
体
が
集
ま
っ

て
同
一
の
仕
事
を
行
う
）
も
廃
止
さ
れ
た
。
こ
れ
に

伴
っ
て
、
保
健
医
療
福
祉
の
人
員
、
設
備
、
施
設
等

は
自
治
体
や
自
治
体
連
合
か
ら
ア
ル
エ
に
移
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
自
治
体
財
政
の
５
割
前
後
を

占
め
る
保
健
医
療
福
祉
費
が
ア
ル
エ
に
移
管
さ
れ
た

こ
と
で
、
自
治
体
の
役
割
と
そ
の
財
政
規
模
が
縮
小

し
、
自
治
体
の
地
方
所
得
税
収
入
は
大
幅
に
減
少
し

た
。
そ
の
一
方
で
、
ア
ル
エ
向
け
国
庫
支
出
金
が
大

幅
に
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
ア
ル
エ
向
け
国
庫
支
出

金
に
充
当
す
る
た
め
の
国
税
所
得
税
が
大
幅
に
増
加

し
た
の
で
あ
る
。

　
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
中
で
、
最

も
高
齢
化
が
進
ん
で
い
る
国
の
１
つ
で
あ
る
。
こ
の

た
め
、
小
規
模
自
治
体
を
中
心
に
保
健
医
療
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
こ
れ
ま
で
通
り
の
提
供
が
難
し
く
な
っ

て
い
た
。
ま
た
、
自
治
体
間
あ
る
い
は
自
治
体
内
で

特
に
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
（
医
療
の
質
と
量
、
診

療
待
ち
時
間
等
）
に
お
い
て
不
平
等
が
生
じ
て
い
た

こ
と
や
、
医
師
、
看
護
師
な
ど
の
医
療
従
事
者
の
深

刻
な
不
足
が
起
き
て
い
た
。
そ
こ
で
、
政
府
は
、
大

胆
な
制
度
改
革
を
行
っ
て
経
費
支
出
の
抑
制
や
増
税

の
回
避
な
ど
に
努
め
な
が
ら
、
保
健
医
療
福
祉
サ
ー

ビ
ス
の
維
持
・
充
実
を
図
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

与
野
党
の
間
で
は
、
財
政
緊
縮
を
選
ぶ
の
か
否
か
、

民
営
化
や
民
間
委
託
を
加
速
さ
せ
る
の
か
否
か
、
ア

ル
エ
の
数
を
い
く
つ
に
す
る
の
か
等
の
点
で
違
い
が

明
確
に
出
て
い
た
が
、
ア
ル
エ
の
創
設
や
改
革
の
必

要
性
に
つ
い
て
は
意
見
が
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
た
と

い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
現
在
、
Ｓ
Ｏ
Ｔ
Ｅ
改
革
の
実
施
か
ら
約
３
年
が
経

過
し
た
が
、
改
革
の
評
判
は
良
い
と
は
い
え
な
い
。

ア
ル
エ
は
広
域
自
治
体
の
た
め
議
会
と
財
政
を
有
す

る
が
、
総
合
行
政
は
行
わ
ず
保
健
医
療
福
祉
行
政
の

み
を
行
う
た
め
、
ア
ル
エ
議
会
議
員
選
挙
に
対
す
る

若
年
層
の
関
心
は
高
く
な
い
。
ま
た
、
ア
ル
エ
の
財

政
収
入
は
国
庫
支
出
金
（
約
85
％
）
と
患
者
・
利
用

者
負
担
金
（
約
15
％
）
の
み
で
あ
り
、独
自
税
源
（
ア

ル
エ
税
）
は
な
い
。
Ｓ
Ｏ
Ｔ
Ｅ
改
革
を
実
施
し
た
中

道
左
派
政
権
（
社
会
民
主
党
、
左
翼
連
合
、
緑
の
党

な
ど
）
は
２
０
２
６
年
こ
ろ
に
ア
ル
エ
税
を
つ
く
る

予
定
だ
っ
た
が
、
２
０
２
３
年
４
月
の
総
選
挙
後
に

成
立
し
た
国
民
連
合
党
や
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
人
党
を
中

心
と
す
る
右
派
連
立
政
権
は
厳
し
い
緊
縮
財
政
や
民

間
委
託
の
拡
大
方
針
を
と
っ
て
お
り
、
今
の
と
こ
ろ

ア
ル
エ
税
創
設
は
予
定
さ
れ
て
い
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
中
、
ど
の
ア
ル
エ
（
現
行
の
ア
ル
エ

数
は
21
）
も
医
療
・
看
護
従
事
者
等
の
人
手
不
足
へ

の
対
応
や
人
員
の
確
保
に
努
め
、
サ
ー
ビ
ス
の
維

持
・
向
上
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
緊
縮

基
調
の
国
財
政
の
も
と
で
ア
ル
エ
財
政
の
赤
字
が
継

続
し
、
ア
ル
エ
は
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
を
余
儀
な
く
さ

れ
て
い
る
。
人
員
合
理
化
の
問
題
や
民
営
化
の
問
題

に
も
直
面
し
て
い
る
。
ア
ル
エ
は
い
わ
ば
二
律
背
反

の
課
題
に
直
面
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
筆
者
は
今
後
も
Ｓ
Ｏ
Ｔ
Ｅ
改
革
の
動
向
を
追
い
続

け
た
い
。
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
緊
縮
財
政
、
地
方
自
治

の
再
編
、
広
域
自
治
体
の
創
設
、
高
齢
者
保
健
医
療

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
、
基
礎
自
治
体
の
現
状
、
中

道
左
派
政
党
（
特
に
社
会
民
主
党
）
の
政
策
内
容
な

ど
を
研
究
す
る
中
で
、
日
本
経
済
・
財
政
の
現
状
分

析
や
政
策
課
題
等
を
検
証
す
る
際
に
役
立
つ
何
ら
か

の
知
見
が
得
ら
れ
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。

＜

よ
こ
や
ま　
じ
ゅ
ん
い
ち
・
北
海
学
園
大
学
名
誉
教
授＞

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
お
け
る
Ｓ
Ｏ
Ｔ
Ｅ
改
革（
保
健
医
療

福
祉
改
革
）と
地
方
自
治
制
度
の
大
規
模
再
編
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